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この広報紙は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

今月の表紙

矢作地区支え合い交通
出発式の様子

令和３年８月１９日

詳細は、３ページに
掲載しております。



あんしんねっと

「日常生活自立支援事業」のごあんない

あんしんねっと「日常生活自立支援事業」は、日常生活の中で自分ひとりでは判断をす
ることに不安がある方やお金の管理に困っている方などを対象としています。皆さんの権利を守り、

地域で安心して生活が送れるようお手伝い（支援）いたします。

どんなサービスを受けられるの？

支援にかかる費用は１回１時間あたり

おおむね1,300円です。

【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会「くらし応援窓口」

電話 ：54-5150/5151 担当：黄川田

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対し、生活費等の必要な資金の貸付けを行う生活福祉資
金貸付制度を実施しております。

本制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付けの対象世帯を低所得世帯以外に拡大
し、休業や失業等により減収し、生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸
付制度が設けられました。

※ 詳しい内容や貸付のご相談は、下記の窓口までお問い合わせ下さい。

【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会「くらし応援窓口」 電話：54-5150/5151 担当：脇坂・松本（崇）・小山

この度、受付期間が、令和3年１１月末まで延長されました。
詳細は下記の通りとなります。

○緊急小口資金・総合支援資金（初回貸付）⇒令和3年11月末まで申請受付期間が延長。

○総合支援資金（再貸付）⇒令和3年11月末まで申請受付期間が延長。

新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ

生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金）の

受付期間延長のお知らせ

【据置期間の延長】
〇令和４年３月末以前に償還が始まる債権については、一律に令和４年３月末まで据置期間を延長するこ
ととされました。該当する方は、令和４年４月からの償還開始となります。
※該当する方については、令和３年３月頃、県社協から郵送でお知らせをお送りしています。
※既に償還開始となっている方は対象となりません。

【償還免除について】
〇今回の新型コロナウイルス特例貸付に関する償還免除については、国において償還時においてなお所得
の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除の特例が設けられています。
〇なお、償還免除の詳細（手続方法や提出書類等）は、国で検討中とされています。国から示された後、
改めてご案内しますので、現時点での照会はお控えください。

詳しい内容については下記の窓口まで
お問い合わせください。

〇 福祉サービスの利用支援
⇒ 利用に関する情報提供、申込手続きや

利用料の支払い など。

〇 日常的な金銭管理サービス
⇒ 年金、福祉手当の受領に必要な手続き。
⇒ 税金、社会保険料、公共料金や医療費

などの支払い手続き。
⇒ 預貯金の出し入れ等の手続き など。

〇 書類等預かりサービス
⇒ 大切な印鑑や証書などの管理。

サービスの利用に費用はかかるの？

サービスの利用手続きはどうすればいいの？

※ 生活保護を受けている方は無料です。



矢作地区の
取り組み紹介

くまがい ゆうと

熊谷 優心くん
（高田町）

お困りごとなどありましたら、お気軽に地域の民生委員さんへご相談ください。
写真の掲載にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

こんにちは赤ちゃん訪問事業は、赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています。

【問い合わせ】 陸前高田市社会福祉協議会 電話 ：５４-５１５０／５１５１ 担当：松本（聖）・和泉

矢作地区では、交通手段に不安のある方々の暮らしを支え

るために地域として出来ることについて検討を重ねた結果、

今年度は「支え合い交通」の実証実験を行うことになりまし

た。

７月２９日(木)大船渡警察署の菅原交通課長並びに東北株

式会社の出羽氏にお越しいただき、ドライバー向けに交通安

全講習会と実証実験で使用される電気自動車の操作等につい

ての勉強会を行いました。

８月２日(月)第３回目の支え合い会議が開かれドライバー

登録者や利用者に関する事項、今度のスケジュールの共有が

なされました。

８月１０日(火)にはドライバーに向けた乗降場所の確認と

マニュアル勉強会を経て、８月１９日(木)に実証実験の初日

を迎えることが出来ました。当日は、3名の利用者がにこや

かに乗車されました。

実証実験は令和４年３月２４日(木)まで行われる予定です。

「こんにちは赤ちゃん訪問」は、お祝いをするとともに、子
育ての不安や悩みをお聞きし、必要に応じて適切なサービス
につなぐなど、お子様の成長を地域で見守るきっかけづくり
を目的としています。地域の身近な相談役である民生委員・
児童委員さんが、赤ちゃんの生まれたお宅を訪問しています。

こんの ひなと

今野 陽都くん
（高田町）

６月生まれの赤ちゃん
（ご家族)をご紹介

使用車について

環境に優しいＥＶ車（電気自動
車）7人乗りを1台レンタルし、
予約者が少ない場合には5人乗り
の車両で対応する予定です。

※写真はイメージです



いきいきクラブ体操の
ＤＶＤを貸出しています

【問い合わせ】
陸前高田市老人クラブ連合会
電話： ５４-５１５０/５１５１

担当：松本（崇）

昨年度も多くの市民の皆さまから、

世帯会費のご協力をいただき、本会が

行う地域福祉事業へ活用させていただ

きました。

誠にありがとうございました。

今年は、９月下旬に地域ごとにお願

いをさせていただきますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。

受付期間は、１０月から１２月末日

までの予定となっております。

【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会
電話：５４-５１５０/５１５１

担当：藤田（智）

令和３年度

陸前高田市社会福祉協議会

世帯会費のお願い

令和３年度 介護予防教室 ９月・１０月いきいきライフ開催日

陸前高田市社会福祉協議会では、社会参加と生きがいや健康づくりを目指し、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止に努めながら、いきいきライフを開催しております。

ご参加いただく際は、全戸配布されるチラシの内容をご確認の上☎ 080-5734-8675に

電話でお申込みください。（※尚、参加は1回限りとさせていただきます。）

内 容：市内見学バスツアー

開催地区 開催日 開催時間 申込み締切日 定員

竹駒地区 ９月３０日・１０月 ７日（木） １０：００～１１：３０ ９月２２日（水） １３名

今泉地区 １０月１４日・１０月２１日（木） １０：００～１１：３０ １０月 ６日（水） １３名

長部地区 １０月２８日・１１月 ４日（木） １０：００～１１：３０ １０月２０日（水） １３名

【問い合わせ】

陸前高田市社会福祉協議会 電話：080-5734-8675 担当：金野

※感染対策防止を行いますので、検温、消毒、人との距離の確保等のご協力をお願いします。

※内容や開催スケジュールは変更になる場合があります。最終的な内容は、開催前にチラシを
全戸配布しますので、ご確認願います。

陸前高田市老人クラブ連合会では、い
きいきクラブ体操ＤＶＤをレンタルして
おります。

対象：単位クラブ、自治会や各種サー
クルの皆様（老人クラブ会員に
限りません）

期間：２週間程度

その他、カーリンコン用具やクロリティ
用具も貸出しておりますので、お気軽に
お問い合わせください。



がスタートします

陸前高田市共同募金委員会からのお知らせです

「つながりをたやさない社会づくり
～あなたは一人じゃない～」

赤い羽根共同募金運動
じぶんの町を良くするしくみ。

今年も、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が10月1日から行われます。赤い羽

根共同募金は地域のために活用される募金です。

市民の皆さまからお寄せいただいた募金の8割以上が、陸前高田市の地域福祉

活動のために使われております。また、残りの２割は岩手県内の地域福祉の充実

のために、さらには災害時の緊急支援にも役立てられます。

昨年から、新型コロナウイルスの感染が長期化し、私たちの生活は不安のなか

におかれてしまいました。

これまでの「つながりと支え合い」を絶やさないためにも、皆様の変わらぬや

さしさで陸前高田市のまちを支えていただきますようお願いいたします。

赤い羽根共同募金へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

「赤い羽根自動販売機」は、売上
の一部が「赤い羽根共同募金」に寄

付され、市内の地域福祉活動のため

に役立てられる「じぶんの町を良く

するしくみの自動販売機」です。

市内には現在１8台の「赤い羽根

自動販売機」が設置されています。

新たに、自動販売機の設置をお考

えの事業所様や、現在既に自動販売

機を設置されている事業所様も「赤

い羽根自動販売機」に切り替えるこ

とが可能です。（※募金の割合は設

置主様に設定していただきます。）

ドリンクを購入して地域福祉に貢

献できる取り組み「赤い羽根自動販

売機」の設置に、ご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。

○ 川の駅よこた 様／㈱伊藤園

○ 特別養護老人ホーム高寿園 様／㈱伊藤園

○ サービス付き高齢者向け住宅 ほっこり家 様／㈱ミチノク

○ アバッセタカタ専門店街 様

／㈱伊藤園、みちのくコカ・コーラボトリング㈱、ダイドードリンコ㈱

○ 陸前高田市総合交流センター（夢アリーナたかた） 様／㈱伊藤園

○ 広田地区コミュニティ推進協議会 様／㈱ミチノク

○ JAおおふなと 高田支店 様／㈱ミチノク

○ JAおおふなと セルフ高田SS 様／㈱ミチノク

○ 陸前高田市西部農業センター 様／㈱ミチノク

○ 陸前高田市営農拠点施設 様／ ㈱ミチノク

○ 斉藤左官 様／みちのくコカ・コーラボトリング

○ 岩手マイタック 様／みちのくコカ・コーラボトリング㈱

○ 今泉地区コミュニティ推進協議会 様／みちのくコカ・コーラボトリング㈱

○ 陸前高田市役所 様 ／ミチノクキャンティーン(㈱)

○ 陸前高田市保健福祉総合センター 様

／ダイドードリンコ㈱、ミチノクキャンティーン㈱

市内の「赤い羽根自動販売機」設置場所(順不同)

設置主の皆さま、ご協力ありがとうございます。

市内に２台の「赤い羽根自動販売機」が設置されました。

写真：北新ベントサービス代表石川氏（右）、社会福祉協議会常務理事菅野氏（左）

「赤い羽根自動販売機」の設置主様を募集しています

このたび、北新ベンドサービス様の管理会社である、ミチノクキャンティー
ン㈱様の「赤い羽根自動販売機」２台が、陸前高田市役所と、陸前高田市保健
福祉総合センターにそれぞれ１台ずつ設置されました。

この自販機は、複合機であり多業種のドリンクを１台で利用できます。
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この広報紙は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

【お詫びと訂正】

このたび、「りくぜんたかた社協だより８月号（No.125）」に掲載いたしました、評議員名簿に誤りがありまし
たので、下記の通り訂正させていただきます。謹んでお詫び申し上げます。
【誤】公益財団法人陸前高田市シルバー人材センター → 【正】公益社団法人陸前高田市シルバー人材センター

法 テ ラ ス 気 仙
無 料 法 律 相 談

法テラス気仙では、経済的に余裕のない方を対象として、弁護
士・司法書士による「無料法律相談」を実施しています。相談を
ご希望の方は、お電話にてご予約下さい。なお、相談内容によっ
ては資力基準を問わず、ご利用できる場合もございます。

■法テラス気仙 無料法律相談日程

開催日 時 間

弁護士

月・火・木・金
10時～16時

休日(第３日曜日)

夜間(第１・３木曜日) 18時～20時

司法書士 水曜日 10時～16時

■出前相談（陸前高田市内限定）：事前予約制

開催日 時 間 場 所

弁護士 第3水曜日 13時30分～16時
ご自宅や相談車車両内

(※¹)

■巡回相談：事前予約制

開催日 時 間 場 所

弁護士第4木曜日
13時～15時30分

(※²)
陸前高田市

コミュニティホール

※²巡回相談の予約は、前日１５時に締め切ります。

※¹出前相談は、希望する場所に法テラス号（相談車両）が向かい、
相談する方法になります。

【予約・問い合わせ】
「法テラス気仙」大船渡市盛町字宇津野沢9-5
受付時間：平日９時～17時
電話：0570-07-8385/050-3383-1402

災害義援金の受付をしております
令和３年７月、８月

に発生した豪雨災害に
より、被災された方々
に心よりお見舞申し上
げます。陸前高田市共
同募金委員会では、左
記の義援金を受付して
おります。

市民の皆さまのあた
たかいご支援、よろし
くお願い申し上げます。

【赤い羽根共同募金に関する問い合わせ】
陸前高田市共同募金委員会（社会福祉協議会内）電話：54-5150/5151 担当：小山

皆さまからお寄せいただいた災害義援金は、岩手県共同募金
会をとおして、それぞれの被災県に送られ、被災者の方々に届
けられます。

被災地へのご支援ありがとうございます （令和３年４月１日〜８月31日受付分）

令和３年島根県松江市大規模火災義援金
・鵜沢 タミ子 様 3,000 円

令和３年２月福島県沖地震災害義援金
・お菓子工房彩菓 様 1,391円
・鵜沢 タミ子 様 5,000円

令和３年７月大雨災害静岡県義援金
・鵜沢 タミ子 様 10,000円
・デイサービスたんぽぽ 様 4,444円

義援金の名称 受付期間

令和３年７月大雨災害静岡県義援金 令和３年10月29日まで

令和３年７月島根県大雨災害義援金 令和３年 ９月30日まで

令和３年８月大雨災害青森県義援金 令和３年12月28日まで

令和３年８月福岡県豪雨災害義援金 令和３年12月30日まで

長崎県令和3年8月大雨災害義援金 令和３年12月30日まで

令和３年８月佐賀県豪雨災害義援金 令和４年 ３月31日まで

令和３年大雨災害義援金 令和４年 ３月31日まで


